
建築確認申請時の確認事項

資料５



①都市計画法施行規則第60条適合証明

②確認申請時における事前確認

1はじめに



建築基準法に基づく建築確認審査において都市計画法第29条等に適合して
いるかどうかを審査するために、確認機関から都市計画法施行規則第60条
証明の提出が求められる場合がある。

▐都市計画法施行規則第60条適合証明
2都市計画法施行規則第60条適合証明①

盛土規制法みなし許可案件については、
60条証明により ①都市計画法の適合性 を確認することとなるが、
②盛土規制法の適合性 についてもあわせて確認する必要がある

開発許可申請において盛土規制法に係る事項も含めて審査し
ているため、事務効率化の観点から①②ともに60条証明によ
り対応する。
ただし、６０条証明の審査において開発許可との整合性が取
れなかった場合は、盛土規制法の適合性について別途確認が
必要。



▐ 60条証明への記載方法
3都市計画法施行規則第60条適合証明②

5 その他必要な事項欄に
「盛土規制法みなし許可該
当」であることを記載して
申請



▐建築確認申請時における適合性の確認
4確認申請時における事前確認①

建築基準法に基づく建築確認審査において、盛土規制法は建築基準関係規
定となっており、盛土規制法12条1項等への適合性の確認が必要

確認機関では盛土規制法の許可等を要する工事であるか否かの確認が必要

【盛土規制法の許可事案】
許可証の写しor盛土規制法施行細則第88条適合証明

【みなし許可事案】
許可証の写しor都市計画法施行細則60条証明

【上記以外】
盛土規制法の規制対象行為に明らかに該当しないものについても、盛土規制
法の許可の該否について、確認が必要・・・確認申請中の大多数を占める

チェックシートを用いて申請者側で確認



▐建築確認申請時における確認
5確認申請時における事前確認事項②

･各選択肢にYes/Noで回
答
･必要に応じて、確認申請
時の書類に添付
･県HPに掲載（DL利用）


